
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 工 業 用 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程 の 一 部 を 改 正 す

る 規 程 を 公 布 す る 。  

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 ９ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 工 業 用 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程 の 一

部 を 改 正 す る 規 程  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 工 業 用 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程 （ 平 成 23年 大 阪

広 域 水 道 企 業 団 管 理 規 程 第 30号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（給水申込書の提出） （給水申込書の提出） 

第５条  条例第６条に規定する申込みをし

ようとする者は、給水申込書（様式第３

号 ） を 企 業 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い。 

第５条  条例第６条に規定する給水の申込

みをしようとする者は、給水申込書（様

式第３号）を企業長に提出しなければな

らない。 

２  条例第７条第２項において準用する条

例第６条の規定により申込みをしようと

する者は、給水申込書（様式第４号）を

企業長に提出しなければならない。 

 

２  前項の規定は、条例第７条第２項に規

定する基本使用水量を変更する場合に準

用する。 

 

（給水施設の工事の申込み等） （給水施設の工事の申込み等） 

第６条  条例第８条第１項に規定する工事

の申込みをしようとする者は、工事申込

書（様式第５号）に給水施設及びメータ

ーの設置場所並びに配置設備の配管計画

（ 受 水 槽 を 設 置 す る 場 合 は 、 こ れ を 含

む。）を示す図面を添付して、企業長に

提出しなければならない。 

第６条  条例第８条第１項に規定する工事

の申込みをしようとする者は、工事申込

書（様式第４号）に給水施設及びメータ

ーの設置場所並びに配置設備の配管計画

（ 受 水 槽 を 設 置 す る 場 合 は 、 こ れ を 含

む。）を示す図面を添付して、企業長に

提出しなければならない。 

２・３ （略） 

 

２・３ （略） 

 

（給水施設の修繕等の請求） （給水施設の修繕等の請求） 

第９条  条例第 10条第１項に規定する修繕

その他必要な措置を請求する者は、給水

施設修繕等請求書（様式第６号）を企業

長に提出しなければならない。 

 

第９条  条例第 10条第１項に規定する修繕

その他必要な措置を請求する者は、給水

施設修繕等請求書（様式第５号）を企業

長に提出しなければならない。 

 

（ポンプ設置の許可申請） （ポンプ設置の許可申請） 

第 12条  条例第 13条第１項に規定する許可 第 12条  条例第 13条第１項に規定する許可



を受けようとする者は、ポンプ設置許可

申請書（様式第７号）を企業長に提出し

なければならない。 

 

を受けようとする者は、ポンプ設置許可

申請書（様式第６号）を企業長に提出し

なければならない。 

 

（使用の開始等の届出） （使用の開始等の届出） 

第 16条  条例第 16条の規定により届出をす

る者は、次の各号に掲げる区分により、

それぞれ当該各号に定める期限までに使

用開始（休止、廃止）届（様式第８号）

を企業長に提出しなければならない。 

第 16条  条例第 16条の規定により届出をす

る者は、次の各号に掲げる区分により、

それぞれ当該各号に定める期限までに使

用開始（休止、廃止）届（様式第７号）

を企業長に提出しなければならない。 

(１ )～ (３ ) （略） 

 

(１ )～ (３ ) （略） 

 

（メーター検査の請求及び損害賠償額） （メーター検査の請求及び損害賠償額） 

第 19条  条例第 18条第１項の規定により検

査を請求する者は、メーター検査請求書

（様式第９号）を企業長に提出しなけれ

ばならない。ただし、緊急を要する場合

は、口頭で請求することができる。 

第 19条  条例第 18条第１項の規定により検

査を請求する者は、メーター検査請求書

（様式第８号）を企業長に提出しなけれ

ばならない。ただし、緊急を要する場合

は、口頭で請求することができる。 

２・３ （略） 

 

２・３ （略） 

 

（給水施設等検査員の証） （給水施設等検査員の証） 

第 25条  条例第 27条第２項に規定する証票

は、様式第10号のとおりとする。 

 

第 25条  条例第 27条第２項に規定する証票

は、様式第９号のとおりとする。 

 

様式第２号（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号（第４条関係） 

 

様式第３号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

 

 

様式第３号（第５条関係） 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

工 業 用 水 道  

会 社 名 (代 表 者 )変 更 届  

（ 略 ）  

 

住 所 

会 社 名 

代表者氏名 

（ 略 ）  

工 業 用 水 道  

会 社 名 (代 表 者 )変 更 届  

（ 略 ）  

 

住 所 

会 社 名 

代表者氏名     ㊞  

（ 略 ）  

工 業 用 水 道  

給 水 申 込 書 （ 新 規 ）  

（ 略 ）  

注：裏面記載の注意事項を参照の上記入してください。 

注 意 事 項  

 

１・２ （略） 

工 業 用 水 道  

給 水 申 込 書 （ 新 規 ・ 変 更 ）  

（ 略 ）  

注：裏面記載の注意事項参照の上記入してください。 

注 意 事 項  

１ 新規、変更どちらか不要の文字を消してください。 

２・３ （略） 



様式第５号（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号（第６条関係） 

 

様式第６号（第９条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第５号（第９条関係） 

 

様式第７号（第12条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第６号（第12条関係） 

 

様式第８号（第16条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第７号（第16条関係） 

 

様式第９号（第19条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第８号（第19条関係） 

 

  

工 業 用 水 道  

工 事 申 込 書 (新 設 ・ 増 設 ・ 改 造 ・ 切 断 ) 

（ 略 ）  

 

住 所 

会 社 名 

代表者氏名 

（ 略 ）  

工 業 用 水 道  

工 事 申 込 書 (新 設 ・ 増 設 ・ 改 造 ・ 切 断 ) 

（ 略 ）  

 

住 所 

会 社 名 

代表者氏名     ㊞  

（ 略 ）  

工 業 用 水 道  

給 水 施 設 修 繕 等 請 求 書  

（ 略 ）  

 

住 所 

会 社 名 

代表者氏名 

（ 略 ）  

工 業 用 水 道  

給 水 施 設 修 繕 請 求 書  

（ 略 ）  

 

住 所 

会 社 名 

代表者氏名     ㊞  

（ 略 ）  

工 業 用 水 道  

ポ ン プ 設 置 許 可 申 請 書  

（ 略 ）  

 

住 所 

会 社 名 

代表者氏名 

（ 略 ）  

工 業 用 水 道  

ポ ン プ 設 置 許 可 申 請 書  

（ 略 ）  

 

住 所 

会 社 名 

代表者氏名     ㊞  

（ 略 ）  

工 業 用 水 道  

使 用 開 始 (休 止 ・ 廃 止 )届  

（ 略 ）  

 

住 所 

会 社 名 

代表者氏名 

（ 略 ）  

工 業 用 水 道  

使 用 開 始 (休 止 ・ 廃 止 )届  

（ 略 ）  

 

住 所 

会 社 名 

代表者氏名     ㊞  

（ 略 ）  

工 業 用 水 道  

メ ー タ ー 検 査 請 求 書  

（ 略 ）  

 

住 所 

会 社 名 

代表者氏名 

（ 略 ）  

工 業 用 水 道  

メ ー タ ー 検 査 請 求 書  

（ 略 ）  

 

住 所 

会 社 名 

代表者氏名     ㊞  

（ 略 ）  



様式第10号（第25条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

 

様式第９号（第25条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

 

様 式 第 ３ 号 の 次 に 次 の 一 様 式 を 加 え る 。  

  

第   号  

（ 略 ）  

 

給 水 施 設 等 検 査 員 の 証  

 

（ 略 ）  

大阪広域水道企業団企業長    

（略） （略） 

第   号  

（ 略 ）  

 

給 水 施 設 等 検 査 員 の 証  

 

（ 略 ）  

大阪広域水道企業団企業長  印  



様 式 第 ４ 号 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

   

     工 業 用 水 道  

 

給 水 申 込 書 （ 変 更 ）  

   年   月   日   

 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 企 業 長  様  

 

住    所  

会  社  名  

代 表 者 氏 名  

工 業 用 水 道 に 関 す る 連 絡 担 当 責 任 者  

所 属  氏 名  電 話 番 号  

   

 

下 記 の と お り 、 給 水 の 内 容 を 変 更 し た い の で 、 大 阪 広 域 水 道 企 業

団 工 業 用 水 道 事 業 給 水 条 例 第 ７ 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 条 例 第

６ 条 の 規 定 に よ り 申 し 込 み ま す 。  

な お 、 給 水 の 内 容 を 変 更 す る に 当 た り 、 同 条 例 及 び 同 条 例 施 行 規

程 の 各 規 定 を 遵 守 し ま す 。  

 

記  

 

 給 水 場 所    

給 水 変 更 希 望 年 月 日    年    月    日   

1日 当 た り の 予 定 使 用 水 量  立 方 メ ー ト ル   

各 時 間 当 た り の 予 定 使 用 水 量  

㎥   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
使

用

水

量
） 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 （ 使 用 時 間 ）  

用

途  

  

  

注 ： 裏 面 記 載 の 注 意 事 項 を 参 照 の 上 記 入 し て く だ さ い 。  

 



(裏 面 ) 

 

  

注 意 事 項  

 

１  １ 日 当 た り の 予 定 使 用 水 量 は 、 各 時 間 当 た り の 予 定 使 用 水 量の

合 計 量 で す 。  

  な お 、 基 本 使 用 水 量 は 、 各 時 間 当 た り の 予 定 使 用 水 量 の う ち最

大 の も の に 24を 乗 じ て 得 た 水 量 と な り ま す 。  

 

２  給 水 変 更 に 係 る 工 事 そ の 他 の 事 情 に よ り 、 給 水 変 更 日 に つ いて

ご 希 望 に 添 え な い こ と が あ り ま す 。  

 

 

  



附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  改 正 前 の 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 工 業 用 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程 の 様

式 に よ り 作 成 し た 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し た 上 、 改 正 後 の

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 工 業 用 水 道 事 業 給 水 条 例 施 行 規 程 の 様 式 に よ り 作

成 し た 用 紙 と し て 使 用 す る こ と が で き る 。  


